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高千穂町告示第60号 

 令和５年第３回高千穂町議会定例会を次のとおり招集する 

    令和５年７月13日 

                           高千穂町長 甲斐 宗之 

１ 期 日  令和５年８月29日 

２ 場 所  高千穂町役場議場 

────────────────────────────── 

○開会日に応招した議員 

藤田 利廣議員        田中 義了議員 

佐藤さつき議員        板倉 哲男議員 

磯貝 助夫議員        本願 和茂議員 

中島 早苗議員        馬原 英治議員 

坂本 弘明議員        工藤 博志議員 

富髙健一郎議員        富髙 友子議員 

佐藤 定信議員                

────────────────────────────── 
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─────────────────────────────────────────── 

令和５年 第３回 高 千 穂 町 議 会 定 例 会 会 議 録（第１日） 

                             令和５年８月29日（火曜日） 

─────────────────────────────────────────── 

議事日程（第１号） 

                         令和５年８月29日 午前10時00分開議 

 日程第１ 会議録署名議員の指名について 

 日程第２ 会期の決定について 

 日程第３ 諸般の報告 

 日程第４ 行政報告 

 日程第５ 報告第３号 令和４年度高千穂町財政健全化判断比率の報告について 

 日程第６ 報告第４号 令和４年度公営企業等に係る資金不足比率の報告について 

 日程第７ 議案第43号 令和４年度高千穂町一般会計歳入歳出決算認定について 

 日程第８ 議案第44号 令和４年度高千穂町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について 

 日程第９ 議案第45号 令和４年度高千穂町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定について 

 日程第10 議案第46号 令和４年度高千穂町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について 

 日程第11 議案第47号 令和４年度西臼杵地域介護認定審査会特別会計歳入歳出決算認定につ

いて 

 日程第12 議案第48号 令和４年度高千穂町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

 日程第13 議案第49号 令和４年度高千穂町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につい

て 

 日程第14 議案第50号 令和４年度高千穂町国民健康保険病院事業会計剰余金の処分及び決算

の認定について 

 日程第15 議案第51号 令和４年度高千穂町水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定につい

て 

 日程第16 議案第52号 高千穂町長期継続契約に関する条例の一部改正について 

 日程第17 議案第53号 高千穂町上水道給水条例の一部改正について 

 日程第18 議案第54号 令和５年度高千穂町一般会計補正予算（第３号） 

 日程第19 議案第55号 令和５年度高千穂町国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

 日程第20 議案第56号 令和５年度高千穂町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号） 

 日程第21 議案第57号 令和５年度西臼杵地域介護認定審査会特別会計補正予算（第１号） 

 日程第22 議案第58号 令和５年度高千穂町介護保険特別会計補正予算（第２号） 
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 日程第23 議案第59号 令和５年度高千穂町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

 日程第24 議案第60号 令和５年度高千穂町下水道事業会計補正予算（第１号） 

 日程第25 議案第61号 令和５年度高千穂町国民健康保険病院事業会計補正予算（第２号） 

 日程第26 議案第62号 辺地総合整備計画の一部変更について 

 日程第27 議案第63号 西臼杵郡公平委員会委員の選任同意について 

 日程第28 議案第64号 高千穂町固定資産評価審査委員会委員の選任同意について 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 日程第１ 会議録署名議員の指名について 

 日程第２ 会期の決定について 

 日程第３ 諸般の報告 

 日程第４ 行政報告 

 日程第５ 報告第３号 令和４年度高千穂町財政健全化判断比率の報告について 

 日程第６ 報告第４号 令和４年度公営企業等に係る資金不足比率の報告について 

 日程第７ 議案第43号 令和４年度高千穂町一般会計歳入歳出決算認定について 

 日程第８ 議案第44号 令和４年度高千穂町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について 

 日程第９ 議案第45号 令和４年度高千穂町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定について 

 日程第10 議案第46号 令和４年度高千穂町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について 

 日程第11 議案第47号 令和４年度西臼杵地域介護認定審査会特別会計歳入歳出決算認定につ

いて 

 日程第12 議案第48号 令和４年度高千穂町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

 日程第13 議案第49号 令和４年度高千穂町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につい

て 

 日程第14 議案第50号 令和４年度高千穂町国民健康保険病院事業会計剰余金の処分及び決算

の認定について 

 日程第15 議案第51号 令和４年度高千穂町水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定につい

て 

 日程第16 議案第52号 高千穂町長期継続契約に関する条例の一部改正について 

 日程第17 議案第53号 高千穂町上水道給水条例の一部改正について 

 日程第18 議案第54号 令和５年度高千穂町一般会計補正予算（第３号） 

 日程第19 議案第55号 令和５年度高千穂町国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

 日程第20 議案第56号 令和５年度高千穂町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号） 
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 日程第21 議案第57号 令和５年度西臼杵地域介護認定審査会特別会計補正予算（第１号） 

 日程第22 議案第58号 令和５年度高千穂町介護保険特別会計補正予算（第２号） 

 日程第23 議案第59号 令和５年度高千穂町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

 日程第24 議案第60号 令和５年度高千穂町下水道事業会計補正予算（第１号） 

 日程第25 議案第61号 令和５年度高千穂町国民健康保険病院事業会計補正予算（第２号） 

 日程第26 議案第62号 辺地総合整備計画の一部変更について 

 日程第27 議案第63号 西臼杵郡公平委員会委員の選任同意について 

 日程第28 議案第64号 高千穂町固定資産評価審査委員会委員の選任同意について 

────────────────────────────── 

出席議員（12名） 

１番 藤田 利廣議員        ２番 田中 義了議員 

３番 佐藤さつき議員        ５番 板倉 哲男議員 

６番 磯貝 助夫議員        ７番 本願 和茂議員 

９番 馬原 英治議員        10番 坂本 弘明議員 

11番 工藤 博志議員        12番 富髙健一郎議員 

13番 富髙 友子議員        14番 佐藤 定信議員 

────────────────────────────── 

欠席議員（１名） 

８番 中島 早苗議員                   

────────────────────────────── 

職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

局長 須藤 浩文         書記 興梠  貴 

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

町長 …………………… 甲斐 宗之    副町長 ………………… 藤本 昭人 

教育長 ………………… 戸敷 二郎    総務課長 ……………… 有藤 寿満 

財政課長 ……………… 興梠 貴俊    総合政策課長 ………… 戸髙 雄司 

税務課長 ……………… 谷川 保孝    町民生活課長 ………… 甲斐 利一 

企画観光課長 ………… 安在  浩    福祉保険課長 ………… 霜見  勉 

 農林振興課長兼農業委員会事務局長 ……………………………………… 佐藤 峰史  

農地整備課長 ………… 江藤 武憲    建設課長 ……………… 甲斐  徹 

会計管理者 …………… 伊藤 徳子    病院事務長 …………… 綾  浩樹 
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保健福祉総合センター所長 ………………………………………………… 興梠 晶彦 

上下水道課長 ………… 湯川  哲                      

教育委員会次長兼教育総務課長 …………………………………………… 林  謙一 

監査委員 ……………… 中尾 清美                      

────────────────────────────── 

午前10時00分開議 

○事務局長（須藤 浩文事務局長）  皆様おはようございます。 

 開会前にお知らせします。中島早苗議員は欠席されています。 

 御起立お願いします。一同、礼。 

〔起立・礼〕 

○事務局長（須藤 浩文事務局長）  御着席ください。 

 議長の許可を得ていますので、暑い方は上着をお取りください。 

○議長（坂本 弘明議員）  ただいまから令和５年第３回高千穂町議会定例会を開会します。 

 これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．会議録署名議員の指名について 

○議長（坂本 弘明議員）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 今期定例会の会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、議長において、議席番号

１３番、富髙友子議員、議席番号１４番、佐藤定信議員を指名いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．会期の決定について 

○議長（坂本 弘明議員）  次に、日程第２、会期の決定について議題にします。 

 お諮りします。今期定例会の会期は、本日から９月１５日までの１８日間にしたいと思います

が、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（坂本 弘明議員）  異議なしと認めます。よって、今期定例会の会期は本日から９月

１５日までの１８日間と決定いたしました。 

 なお、今会期の内訳につきましては、皆様のお手元に配付しています会期予定表のとおり行う

こととします。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．諸般の報告 
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○議長（坂本 弘明議員）  次に、日程第３、諸般の報告を行います。 

 最初に、監査、検査結果の報告を行います。 

 監査委員から、地方自治法第１９９条の規定に基づく定期監査及び地方自治法第２３５条の規

定に基づく例月現金出納検査の結果が議長に提出されていますので、その写しの配付をもって報

告といたします。 

 続いて、議会運営委員会の閉会中の継続調査の報告を行います。 

 議会運営委員長から委員会調査報告書が議長に提出されていますので、その写しの配付をもっ

て報告とします。 

 続いて、議員派遣の報告を行います。 

 会議規則第１２９条第１項の規定に基づき、皆様のお手元に配付いたしましたとおり議長にお

いて議員を派遣しましたので報告します。 

 続いて、請願陳情の処理報告を行います。 

 本日までに受理しました１件につきましては、陳情文書表のとおり処理することとしましたの

で報告します。 

 以上で、諸般の報告を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第４．行政報告 

○議長（坂本 弘明議員）  次に、日程第４、行政報告を求めます。町長、登壇願います。 

○町長（甲斐 宗之町長）  おはようございます。本日、令和５年第３回高千穂町議会定例会に議

員の皆様には何かとお忙しい中に御出席をいただき、厚く御礼を申し上げます。 

 本議会では、特に令和４年度決算の審査を頂くこととしており、議案も多岐にわたりますこと

から御負担をおかけすることかと存じますが、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 さて、まず冒頭、先週の私自身の新型コロナウイルス感染について経過を御報告させていただ

きます。 

 ８月２０日、サルタフェスタ当日の夜に帰宅後、倦怠感を覚え検温をいたしましたところ発熱

が分かり、翌日午前に自宅で抗原検査を行った結果陽性であったことから、２１日月曜日から

２５日金曜日までの平日は役場への出勤は控えさせていただき、自宅にて療養をいたしました。

念のため２６日土曜日までの外出は控えさせていただきました。 

 幸い発熱は二日足らずで平熱に戻りましたが、数日間、味覚や嗅覚に異常を覚えたところでご

ざいます。 

 町長として様々な会合出席や出張、来客対応などがございましたが、副町長をはじめ課長の代

理対応としたほか、必要な打合せ、協議につきましては、電話やメール等で対応させていただき
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ました。 

 これまで就任以来、長期でお休みを頂いたことはございませんでしたが、感染拡大予防のため、

やむを得ず自宅療養をさせていただいたところでございます。 

 また、発熱当日は、屋外ではありましたが多くの皆様が集うサルタフェスタの会場におりまし

たことから、新聞各社に対し感染の報告を行わせていただきました。 

 本日現在、体調は、若干鼻声である以外はほぼ万全でございますので、町長として公務を全う

してまいります。御心配をおかけいたしましたことをおわび申し上げます。 

 その新型コロナでございますが、宮崎県のまとめによりますと、５月の第５類以降後は７月

２４日から３０日の１週間をピークに新規感染者が増加し、その後減少傾向をたどり、現在ほぼ

横ばいの状況でございます。地域ごとには、延岡西臼杵地域と東臼杵地域で新規感染者が多い状

況にあります。 

 後ほど秋冬のワクチン接種について御説明いたしますが、町といたしまして、ワクチン接種の

推進をはじめ、引き続き感染動向を見極めながら、状況に応じて必要な感染予防の啓発に取り組

んでまいります。 

 さて、６月議会定例会後、７月の上旬には梅雨前線豪雨が、お盆前には台風６号による豪雨が

本町に大きな影響をもたらしました。被災の状況については後ほど詳しく御報告をいたしますが、

被災された皆様方に心よりお見舞いを申し上げます。 

 現在、日本の周辺では台風９号、１０号、１１号というトリプル台風が発生しており、特に

１１号の進路に警戒する必要があると存じます。今後も実りの時期を前に台風の襲来が懸念され

ますが、町として、住民の皆様の命を守るため、適切な情報発信、また、対応に努めてまいりた

いと存じます。 

 それでは、当面する町政の状況について御報告をさせていただきます。 

 初めに、新型コロナウイルスワクチン接種についてでありますが、国より、ワクチン接種の特

例臨時接種の期間を令和６年３月末まで延長し、５歳以上の全ての方を対象に令和５年の秋冬に

１回接種し、さらに、重症化リスクの高い６５歳以上の高齢者と基礎疾患のある方、医療及び介

護従事者等を対象に、５月から８月までの春夏接種を追加で実施するよう方針が示されましたの

で、保健センターでの集団接種と、対象者のかかりつけ医である町内の医療機関と調整を図り実

施してまいりました。 

 春夏接種の実施状況につきましては、８月末で対象者約５,１００人のうち２,８１４人、

５５％の方が接種され、そのうち、高齢者は２,４１８人、８５％でありました。内訳としまし

ては、保健センターでの集団接種が１,８２６人、６５％、個別のかかりつけ医療機関での接種

が９８８人、３５％となっております。 
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 現在、９月から１２月にかけて実施を予定しております秋冬接種の準備も進めておりますが、

今の段階ではワクチンの配分状況が未確定でありますので、今後、明確に示されましたら、早急

に関係者との日程調整を行い、できる限り早く接種が始められますよう努めてまいります。 

 次に、プレミアム商品券についてでありますが、新型コロナウイルス感染症や物価高騰の影響

により、売上の落ち込む町内小規模事業者の支援及び地域経済の活性化を目的に、高千穂町商工

会からプレミアム率３０％の商品券が販売されました。 

 内容としましては、商品券１セット１万３,０００円分を１万円で、１世帯６セットまでとし、

７月４日から９日までのうちの５日間、町内５か所で販売し、１万セット全てが完売いたしまし

た。利用期間は令和５年１２月３１日までとなっております。 

 また、昨年に引き続き、町民の皆様と町内商工業者の支援を目的に、支え合おう高千穂！全力

応援商品券を、お一人当たり５,０００円分を、全町民の皆様へ１０月２日から郵送で配布いた

します。こちらも利用期間は１２月３１日までとなっております。 

 今後も、物価高騰などに対する町民の皆様への御支援や町内消費を喚起する取組を積極的に行

ってまいります。 

 また、子牛価格の低迷に関することにつきましても、引き続き県をはじめとする関係機関と連

携を密にし、国へ最新の現状を訴えながら各種要望を強く行ってまいりますので、議員の皆様の

御助言、御協力を賜りたいと存じます。 

 次に、神都高千穂観光大使の委嘱についてであります。 

 神都高千穂観光大使は、本町に愛着を持ち、観光事業の推進に協力的である方へお願いしてお

りますが、７月２９日の荒立神社夏季大祭神事の後に、モデルでタレントのアンミカさんに委嘱

させていただきました。 

 アンミカさんは、テレビ番組などで町内の神社を紹介されており、御結婚も荒立神社のお参り

がきっかけとのことで、本町との御縁が深く、今回の委嘱の運びとなりました。早速、御本人の

インスタグラムに観光大使委嘱式の様子をアップされるなど、情報発信に御尽力を頂いておりま

す。 

 アンミカさんは７人目の神都高千穂観光大使となられましたが、今後も観光大使の皆様ととも

に、本町の情報発信や観光振興等に努めてまいります。 

 次に、イベント関係について御報告いたします。 

 ８月２日、３日に開催されましたレッドブルクリフダイビング世界大会につきましては、台風

６号の影響も心配されましたが無事終了することができました。開催場所の高千穂峡につきまし

ては、大会関係者はもとより、出場者や観戦者からも「アメージング」、「スピリチュアル」、

「景観がすばらしい」と絶賛していただき、世界に誇れる景勝地であると再認識したところであ
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ります。 

 大会の模様は、レッドブルＴＶで世界１７１か国に、国内でも多くのニュースや番組で放送さ

れるなど、国内外へ高千穂町をＰＲすることができました。これからの国内観光客やインバウン

ドの増加を期待しているところであります。 

 次に、８月２０日のサルタフェスタにつきましては、新型コロナの感染対策を取りながら４年

振りの開催となりましたが、天候にも恵まれ、多くの皆様に御来場いただき、盛況のうちに終了

することができました。来場者数は約１万２,０００人で、バザー出店、ステージイベント、花

火などで楽しんでいただきましたが、多くの町民の皆様がお集まりになり、思い思いに楽しまれ

ている姿を拝見し大変うれしく思いました。 

 次に、今後の予定でありますが、９月の３０日に第４０回正調刈干切唄全国大会、１１月

１１日に第３１回町民のつどい、１１月２４日から２６日の３日間、たかちほハートフル作品展、

年明け２月１１日に第３９回神話の高千穂建国まつりを計画しており、４年ぶりにパレードも開

催したいと考えております。 

 次に、西臼杵３公立病院の統合再編についてでありますが、今年４月から、高千穂町国保病院

の病床を、病気の発症や、けがに対する治療を中心として行う一般病床に集約させ、日之影町国

保病院の病床を、長期の療養が必要な患者が入院する療養病床に転換する機能再編を先行して行

ったところであります。 

 現在は、高千穂─日之影間の転院調整等の運用を進めながら、五ヶ瀬町国保病院の介護療養病

床から介護医療院への転換に向けた準備に取り組んでおります。 

 また、本町に設置しておりました西臼杵地域公立病院統合再編準備室を西臼杵広域行政事務組

合へ移管し、３病院合同での職員採用試験を実施するなど、来年４月からの病院事業の西臼杵広

域行政事務組合への移管に向けた経営統合の準備を、３町３病院と協議しながら慎重かつ確実に

進めているところであります。 

 次に、九州中央自動車道の動向について御報告いたしますが、現在、押方地区におきまして

（仮称）童里トンネルの工事が発注され、準備工事が進められております。９月１３日の安全祈

願祭後、いよいよ本格的なトンネル掘削に入ることになるようです。 

 熊本県側の山都中島西インターから山都通潤橋インターチェンジ間の延長１０.４キロが令和

５年度中に開通予定となっておりますが、７月３日の梅雨前線豪雨により並行して走る国道

４４５号の橋梁が被災し、現在、１.２キロメートルほど迂回を余儀なくされ大変不便な状況と

なっております。 

 この区間の開通までもう少しであったことから、九州中央自動車道の全線開通が急務であるこ

とを改めて実感したところであります。 
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 ６月の議会定例会で設立の御報告をいたしました九州中央自動車道西臼杵建設促進期成会の主

催で、８月１０日に、３町からそれぞれ町長、議長、関係団体の代表及び宮崎県県土整備部と九

州地方整備局の人事異動に伴う御挨拶と、期成会設立の御報告、また、予算確保等の要望を行う

予定でしたが、台風６号の影響により延期となりました。 

 今後も引き続き、期成会を中心に沿線自治体や関係機関の皆様と連携しながら、九州中央自動

車道が一日も早く完成するよう要望活動を行ってまいります。 

 次に、令和５年７月２日から３日にかけての梅雨前線豪雨による災害発生状況についてであり

ますが、２日の２１時頃から降り始めた雨は、３日明け方６時に６３ミリの最大時間雨量を観測

しております。被災状況につきましては、住宅への崩土や宅地崩壊など１６か所の被害報告があ

り、安全確保などを含め個別に対応しております。 

 建設課所管では、道路への崩土や路肩決壊が７５か所、河川の護岸決壊が７か所、計８２か所

の被害報告があり、道路３か所、河川２か所、約１,４００万円分を公共土木施設災害復旧事業

に申請することとしております。 

 なお、災害査定につきましては９月２５日から受検することになっております。 

 農地整備課所管では、農地が１１１か所、農業用施設が３６か所、約２億円の被害報告があり、

現在、災害復旧事業に申請するか、自力復旧を行うかの個別協議を行っておりますが、おおよそ

農地が１１か所、農業用施設が８か所、約５,２００万円を災害復旧事業で、５０か所、約

１,０００万円を自力復旧で対応することとしております。 

 なお、災害査定につきましては９月下旬から受検予定であります。 

 農林振興課所管の農作物につきましては、水田への土砂流入や崩壊により、水稲について

３３アール、約５０万円分の被害があり、農業用倉庫等につきましても一部損壊の被害が報告さ

れております。 

 林道施設災害につきましては、林道２路線で３か所の舗装路面に被害が発生し、約９００万円

の災害復旧事業を１０月上旬からの災害査定に申請予定であります。 

 次に、８月８日から１０日にかけての台風６号による災害発生状況についてでありますが、

５日頃から降り始めた雨は、１０日の午前零時を挟んだ２時間に１００ミリ、降り始めからは

６１６ミリの雨量を観測しております。被災状況につきましては、住宅への崩土や宅地崩壊など

２２か所の被害報告があり、安全確保などを含め個別に対応しております。 

 建設課所管では、道路への崩土や路肩決壊が７６か所、河川の護岸決壊が４か所、計８０か所

の被害報告があり、道路１８か所、河川１か所、約１億１,５００万円を公共土木施設災害復旧

事業に申請することとしております。 

 農地整備課所管では、農地が１０３か所、農業用施設が３６か所、約１億６,０００万円の被
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害報告があり、現在、災害復旧事業に申請するか、自力復旧を行うかの個別協議を行っておりま

す。 

 農林振興課所管の農作物につきましては、水稲の被害面積が２.１ヘクタール、キュウリを中

心とした野菜が０.９ヘクタール、飼料用稲を中心とした飼料作物が１６.５ヘクタール、農業用

施設のうち、ビニールハウスが７棟、畜舎が１棟被災しており、農業関係被害額につきましては、

現在、詳細を調査中であります。 

 林道施設災害につきましては、林道１８路線で２８か所の被害報告があり、４か所、

１,７００万円を災害復旧事業に申請することとしております。 

 それぞれ、１０月以降から災害査定が実施されますが、住民の皆様や関係機関との協議を重ね

ながら、職員一丸となって早期復旧に努めてまいります。 

 最後に、ＪＡ高千穂地区本所の上にあります高千穂町中央児童遊園（通称）城山公園の整備が

完了しましたので御報告いたします。 

 令和２年度に、関係する公民館や幼保園などから１４名の整備検討委員会委員の皆様に、公園

の整備内容等について検討を行っていただき、令和３年度より整備を進めてまいりましたが、本

年７月末に完了いたしました。 

 今回の整備におきましては、委員の皆様からの御意見を参考にしながら、公園全体が見渡せる

よう支障木の伐採や記念碑等の移設、撤去、遊具の配置換えや新設、防犯灯、駐車場、水飲み場

などを整備いたしました。早速、私も現地に行って利用してみましたが、雰囲気も明るく、幼児

から高齢者までが安心して利用していただけるものと思います。 

 東屋や展望所からは、焼山寺山、くしふるの峰、烏帽子岳、二上山など、三田井市街地のほと

んどを見渡すことができることから、癒やしの場として、朝夕の散歩コースとして最適な場所だ

と感じました。朝日や夕日もきれいだと思います。今後、広報紙等により広くＰＲしてまいりま

すが、議員の皆様にもぜひ足をお運びいただければと存じます。 

 以上、行政報告といたします。 

○議長（坂本 弘明議員）  以上で、町長の行政報告が終わりました。 

────────────・────・──────────── 

日程第５．報告第３号 

日程第６．報告第４号 

日程第７．議案第４３号 

日程第８．議案第４４号 

日程第９．議案第４５号 

日程第１０．議案第４６号 
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日程第１１．議案第４７号 

日程第１２．議案第４８号 

日程第１３．議案第４９号 

日程第１４．議案第５０号 

日程第１５．議案第５１号 

日程第１６．議案第５２号 

日程第１７．議案第５３号 

日程第１８．議案第５４号 

日程第１９．議案第５５号 

日程第２０．議案第５６号 

日程第２１．議案第５７号 

日程第２２．議案第５８号 

日程第２３．議案第５９号 

日程第２４．議案第６０号 

日程第２５．議案第６１号 

日程第２６．議案第６２号 

日程第２７．議案第６３号 

日程第２８．議案第６４号 

○議長（坂本 弘明議員）  次に、日程第５、報告第３号から日程第２８、議案第６４号までの報

告２件、町長提出議案２２件、合計２４件を一括議題として提案理由の説明を求めます。 

 最初に、町長の説明を求めます。町長、登壇願います。 

○町長（甲斐 宗之町長）  それでは、提案理由を御説明いたします。 

 本日提案いたします議案は、報告２件、決算認定９件、条例案件２件、補正予算８件、人事案

件２件、その他１件の合計２４件であります。 

 初めに、報告第３号令和４年度高千穂町財政健全化判断比率の報告についてでありますが、財

政健全化法の定めにより、令和４年度決算に基づく４項目の健全化判断比率につきまして、監査

委員の審査意見を付して報告するものであります。 

 次に、報告第４号令和４年度公営企業等に係る資金不足比率の報告についてでありますが、報

告第３号と同様、公営企業の資金不足比率につきまして、監査委員の審査意見を付して報告する

ものであります。 

 次に、議案第４３号から第５１号までの９件の令和４年度決算認定議案につきまして一括して

御説明をいたします。 
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 本議案は、地方自治法第２３３条第３項の規定により、監査委員の審査意見を付して議会の認

定をお願いするものでありますが、後ほど、一般会計及び特別会計につきましては会計管理者が、

企業会計につきましては関係課長が詳細について御説明をいたしますので、私からは決算額と執

行の要点等についてのみ説明させていただきます。 

 初めに、議案第４３号令和４年度高千穂町一般会計歳入歳出決算でありますが、歳入総額

９８億２,１２８万６,９３９円、歳出総額９４億４２６万５,８６１円、収支差引き４億

１,７０２万１,０７８円が剰余額となりました。このうち２億円を財政調整基金へ積み立てし、

繰越事業充当財源１億５,５６９万８,９８９円及び残りの６,１３２万２,０８９円を次年度へ繰

り越すものであります。 

 令和４年度の当初予算は、財政見通しが厳しい状況でありましたが、高千穂町総合長期計画の

達成を念頭に置き、限られた財源を有効に活用しつつ、現在本町の抱える諸課題や情勢をよく認

識し、知恵と工夫による事業の見直し、改善を盛り込み、行財政改革の着実な前進を考慮した予

算編成を行ったものであります。 

 しかし、新型コロナウイルス感染症による地域経済への影響に追い打ちをかけるように、台風

１４号の大きな災害に見舞われ、災害復旧に追われる中、農林業、商工観光業の振興、保健福祉

事業、教育環境整備など多岐にわたり取り組んだところでもあります。 

 このような状況で、本町の令和４年度の決算は黒字決算となりましたが、これもひとえに、議

員各位をはじめ町民の皆様の町政に対する御支援の賜であると深く感謝を申し上げます。 

 人口減少、社会保障費の増加、公共インフラの老朽化、産業振興と雇用の場の確保、地域医療

の充実など多くの課題がありますが、高千穂町まち・ひと・しごと創生総合戦略及び高千穂町人

口ビジョンを基に、事務事業の効率化や合理化など徹底した行財政改革の取組や、町民と行政の

協働による持続可能な地域づくりの推進により、子供から高齢者までが安心していきいきと暮ら

していける活気あるまちづくりを進めてまいりたいと存じますので、なお一層の御理解と御協力

をお願い申し上げます。 

 次に、議案第４４号令和４年度高千穂町国民健康保険特別会計の決算でありますが、歳入総額

１７億６,５２３万３,７７３円、歳出総額１７億３,３７１万６,５０２円、収支差引き

３,１５１万７,２７１円となり、全額次年度へ繰り越すものであります。 

 平成３０年度から県も保険者となり、市町村と一体となって財政運営や事業運営に取り組んで

いることから、財政基盤も安定しておりますが、国保加入者の減少や医療の高度化に伴い１人当

たりの医療費は増加傾向にあり、国保運営の悪化が懸念されているところであります。 

 なお、令和５年３月末における国民健康保険への加入状況は、世帯数１,８７７世帯、被保険

者数２,９４８人となっております。 
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 次に、議案第４５号令和４年度高千穂町簡易水道事業特別会計の決算でありますが、歳入総額

８,４８４万７,００４円、歳出総額７,４５７万２,７９７円、収支差引き１,０２７万

４,２０７円となりました。このうち６８２万９,８９１円を基金積立てとし、残り３４４万

４,３１６円を次年度へ繰り越すものであります。 

 本町の簡易水道は、直営の１５組合を除く１１組合において、施設の維持管理及び運営を行っ

ていただいております。今後も安全で安定した給水がなされるよう、組合と連携し管理運営に努

めてまいります。 

 なお、令和４年度の給水人口は４,２９１人で、年間有収水量は４８万５,８３０立方メートル

となっております。 

 次に、議案第４６号令和４年度高千穂町下水道事業特別会計の決算でありますが、歳入総額

２億８,５２１万４,１０４円、歳出総額１億８,７３０万１,１４９円、収支差引き９,７９１万

２,９５５円となりました。下水道事業につきましては、令和５年度より地方公営企業法が適用

されたことに伴い、この剰余額は下水道事業会計へ引き継ぐものであります。 

 供用開始から２１年以上が経過し、今後は老朽化等に伴う維持費用の増加が見込まれますので、

安定した事業運営を継続するため、社会資本整備総合交付金を活用した計画的な維持管理、費用

の平準化に努めてまいります。 

 なお、令和５年３月末における下水道接続人口は３,３５７人で接続率９０.５％となっており

ます。 

 次に、議案第４７号令和４年度西臼杵地域介護認定審査会特別会計の決算でありますが、歳入

総額１,３４４万２,９１１円、歳出総額１,２７７万６,１０８円、収支差引き６６万

６,８０３円となり、全額次年度へ繰り越すものであります。 

 現在、保健センターにおきまして月に３回、１０名の審査委員の皆様に介護認定の審査をお願

いしておりますが、その経費が主なものであります。 

 次に、議案第４８号令和４年度高千穂町介護保険特別会計の決算であります。 

 まず、保険事業勘定の決算ですが、歳入総額１５億６,２４０万６,５３０円、歳出総額１４億

９,１７２万８,３４３円、収支差引き７,０６７万８,１８７円となりました。このうち

２,５００万円を基金積立てとし、残り４,５６７万８,１８７円を次年度へ繰り越すものであり

ます。 

 次に、介護サービス事業勘定の決算ですが、歳入総額１,３４６万１,７４８円、歳出総額

１,２８９万３,４３８円、収支差引き５６万８,３１０円となり、全額次年度へ繰り越すもので

あります。 

 本町の６５歳以上の高齢化率は約４４％であり、今後も上昇するものと考えられます。そのた
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め、介護給付費の抑制策として、保健事業と介護予防事業の一体的な実施に取り組むとともに、

住み慣れた地域で安心して暮らすことができる地域包括ケアシステムを推進することとしており

ます。 

 次に、議案第４９号令和４年度高千穂町後期高齢者医療特別会計の決算でありますが、歳入総

額１億８,８０６万３,４４２円、歳出総額１億８,５５８万９,４１７円、収支差引き２４７万

４,０２５円となり、全額次年度へ繰り越すものであります。 

 年々高齢者の医療費が増加する中で、安定的な高齢者医療を確保するため、平成２０年度から

開始された後期高齢者医療制度ですが、１５年が経過し、制度見直しを行いながら定着しつつあ

るところです。本制度は、都道府県単位の広域化した医療制度であり、県広域連合と市町村が連

携して事業を行っております。 

 なお、令和５年３月末の被保険者数は２,６１８人となっております。 

 次に、議案第５０号令和４年度高千穂町国民健康保険病院事業会計剰余金の処分及び決算につ

いてでありますが、収益的収支の消費税込み総事業収益は２４億７１０万７,３６９円で、前年

度と比較しますと１億５,５５５万１,７２３円の増額となりました。 

 また、総事業費用は２３億８,２３３万２,８８２円で、前年度と比較しますと８,２２２万

８,４８０円の増額となり、当年度純利益が９,２４５万２,３４８円となりました。 

 資本的収支は、消費税込みの総収入額が１億４,１８７万４,０００円、総支出額が２億

３,８９６万９,１７５円となり、収入額が支出額に不足する額９,７０９万５,１７５円は、当年

度消費税資本的収支調整額及び損益勘定留保資金により補填するものであります。 

 次に、剰余金の処分についてでありますが、前年度末繰越利益剰余金６億９,４２１万

３,２７４円に当年度純利益９,２４５万２,３４８円を足した７億８,６６６万５,６２２円が当

年度繰越利益剰余金となり、減債積立金、建設改良積立金への積立て、組入資本金への組入れは

行わず、７億８,６６６万５,６２２円をそのまま次年度への繰越利益剰余金とする剰余金処分計

算書（案）を御提案いたします。 

 次に、議案第５１号令和４年度高千穂町水道事業会計剰余金の処分及び決算についてでありま

すが、収益的収支は、消費税込み総事業収益が１億３,８４０万９,７７４円、総事業費用が１億

３,０６６万８,３９９円、収支差引きが７７４万１,３７５円となりました。 

 資本的収支は、消費税込み総収入額が１９８万１,０００円、総支出額が２,４１０万

５,４０９円となり、収入額が支出額に不足する額２,２１２万４,４０９円は、当年度消費税資

本的収支調整額及び損益勘定留保資金により補填するものであります。 

 次に、剰余金の処分についてでありますが、当年度未処分利益剰余金は１億３,９２５万

２,８４８円となっており、減債積立金へ３３万４,０００円、建設改良積立金へ６３５万
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２,０００円、合せて６６８万６,０００円を積立処分し、処分後の残高１億３,２５６万

６,８４８円を次年度への繰越利益剰余金とする剰余金処分計算書（案）を御提案いたします。 

 令和３年度に策定しました上水道事業ビジョン及び令和４年度から策定に着手しております上

水道事業料金適正化計画を基に、適正な料金による経営の健全化と併せて施設の計画的な更新に

努めてまいります。 

 次に、議案第５２号高千穂町長期継続契約に関する条例の一部改正についてでありますが、現

在、事務機器や自動車などの物品を借り入れる契約等で、複数年度に渡り契約を締結する場合の

契約期間を５年以内と定めておりますが、物品の耐久性や性能が向上していることなどから、事

業者からの提案が５年を超えることが多くなっております。 

 今回の改正では、契約期間を７年以内とし、物品等の耐用年数や事業者からの推奨期間等によ

り、最適な契約期間の設定が可能となるよう改正するものであります。 

 次に、議案第５３号高千穂町上水道給水条例の一部改正についてでありますが、今回の改正は、

人口減少による料金収入の減少や、施設の老朽化等の課題に対応するため、上水道事業ビジョン

及び料金適正化計画を基に、適正な料金による経営の健全化と、施設の計画的な更新や耐震化を

図るためのものであります。 

 改正内容としましては、上水道料金を平均で２９.４３％増額するものであります。物価高騰

が続く中、対象となる住民の皆様には大変心苦しい状況でありますが、将来にわたって安心安全

な水の供給を安定的に継続していくためのものでありますので、御理解を賜りますようお願いを

申し上げます。 

 次に、議案第５４号から第６１号までの補正予算議案８件につきまして御説明いたします。 

 初めに、議案第５４号令和５年度高千穂町一般会計補正予算（第３号）についてでありますが、

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６億２,２１５万４,０００円を追加し、歳入歳出の総額

を１０７億３,０２０万６,０００円とするものであります。今回の補正は、国県補助金の決定に

よるものが主であります。 

 主な事業は、企画費で結婚新生活支援事業、民生費で地域介護・福祉空間整備事業、子ども子

育て支援計画調査事業、衛生費で、不妊治療助成・妊活応援事業、災害廃棄物処理委託料、農林

水産業費で、新規就農総合支援事業、農地農業用施設災害自力復旧事業、商工費で、観光用駐車

場整備事業、高千穂・阿蘇・別府周遊アンバサダー事業、天岩戸の湯施設管理事業。 

 土木費では、町道維持事業、社会資本総合交付金事業、都市再生整備計画事業、九州中央自動

車道関連事業、住宅維持管理事業、消防費で消防施設改修事業、教育費で、高千穂小学校通学路

階段測量設計、ＡＥＤ屋外移設、社会体育施設改修事業、給食用特別栽培米試験導入事業、災害

復旧費は７月２日から３日にかけての梅雨前線豪雨災害に伴います農地・農業用施設・林道等災
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害復旧事業費となっております。 

 歳入では、国県支出金、繰越金、財政調整基金、地方創生基金繰入金、地方債等を計上してお

ります。 

 議案第５５号から第６１号までの各特別会計並びに各企業会計の補正予算につきましては、繰

越金等による財源調整及び経費の増額等の補正が主なものであります。 

 次に、議案第６２号辺地総合整備計画の一部変更についてでありますが、今回の変更は、上岩

戸辺地に係る総合整備計画の公共的施設の整備を必要とする事業として、水路を追加するもので

あります。 

 農村地域防災減災事業、今藤地区の水路、延長８９４.８メートル及び西の内地区の水路、延

長６８９.１メートル、総事業費１億５,６４０万円で、令和６年度事業完了の予定であります。 

 本件につきましては、令和５年７月２８日に宮崎県との協議が終了しておりますので、法の定

めに基づき議会の議決を求めるものであります。 

 次に、議案第６３号西臼杵郡公平委員会委員の選任同意についてでありますが、委員３名のう

ち、五ヶ瀬町の甲斐治夫氏が令和５年１１月１６日をもって任期満了になられます。後任に、同

じく五ヶ瀬町の石井勇氏に御就任頂きたいと存じますので、地方公務員法第９条の２第２項の規

定に基づき議会の同意を求めるものであります。 

 任期は、令和５年１１月１７日から令和９年１１月１６日までの４年間であり、経歴等につき

ましては記載のとおりであります。 

 次に、議案第６４号高千穂町固定資産評価審査委員会委員の選任同意についてでありますが、

委員３名のうち、佐藤郁夫氏が令和５年１１月３０日をもって任期満了になられます。佐藤氏に

は引き続き御尽力を頂きたいと存じますので、地方税法第４２３条第３項の規定に基づき議会の

同意を求めるものであります。 

 任期は、令和５年１２月１日から令和８年１１月３０日までの３年間であり、経歴等につきま

しては記載のとおりであります。 

 人事案件につきまして、御賛同頂きますようお願いを申し上げます。 

 以上、提案理由の説明でありますが、詳細につきましては、人事案件を除き、それぞれ担当課

長に説明させますので、御審議を頂きますようよろしくお願いを申し上げます。 

 以上です。 

○議長（坂本 弘明議員）  以上で、町長の説明が終わりました。 

 ここで１１時５分まで休憩いたします。 

午前10時52分休憩 

……………………………………………………………………………… 
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午前11時05分再開 

○議長（坂本 弘明議員）  休憩前に引き続き会議を再開します。 

 これから関係課長の説明を求めます。 

 初めに、決算議案の説明を求めます。議案第４３号から第４９号について、会計管理者。 

○会計管理者（伊藤 徳子会計管理者）  それでは、議案第４３号から４９号までの一般会計及び

特別会計決算認定議案７件につきまして御説明申し上げます。 

 まず、下水道事業会計は、地方公営企業法全部適用に伴い、地方自治法第２３３条の規定に基

づき、令和５年３月末日に会計を閉鎖、決算の調整を行い、６月１６日に町長に決算書を提出い

たしました。 

 そのほかの各会計につきましては、令和５年５月末日に会計を閉鎖、決算の調整を行い、７月

３日に町長に決算書を提出いたしました。 

 また、監査委員による決算審査は、令和５年７月１２日から２４日までの間で７日間実施され

たところでございますが、地方自治法第２３３条第３項及び第５項の規定に基づき、監査委員の

審査意見書、主要施策の成果に関する調書を添えまして議会の認定をお願いするものでございま

す。 

 なお、総括表につきましては町長から説明がありましたので省かせていただきます。 

 最初に、議案集３、一般会計歳入歳出決算書をお開きください。 

 議案第４３号令和４年度高千穂町一般会計歳入歳出決算認定についてでございます。 

 それでは、６ページ、７ページの歳入決算額の収入済額から御説明申し上げます。 

 まず、款１の町税でございますが、１０億７,５９８万１,６８４円の収入済額となり、調定額

に対しまして９４.７％の収納率となりました。 

 収入未済額は４,６１１万８,０２３円で、前年度と比較しまして１,２２７万９,３６８円、こ

れは率にして２１.０％の減となったものであります。中でも、固定資産税が９２.５％を占めて

おり、収納率の向上が最大の課題となっています。 

 また、不納欠損額１,３７４万６,１９４円は、法の規定に基づく欠損処理でございます。 

 なお、重要な自主財源であります町税の歳入全体に占める割合は１１.０％となっています。 

 次に、款２地方譲与税１億３,０４６万５,０００円、款３利子割交付金２０万７,０００円、

款４配当割交付金２７１万７,０００円、款５株式等譲渡所得割交付金２２０万円、款６法人事

業税交付金１,７９８万９,０００円、款７地方消費税交付金２億９,８４３万７,０００円。 

 次のページをお開きください。 

 款８環境性能割交付金４６１万３,０００円、款９地方特例交付金３１１万９,０００円につき

ましては、いずれも国・県からの交付金でございます。 
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 款１０地方交付税は４１億７,６７６万８,０００円となりました。内訳は、普通交付税が

３５億６,０９５万１,０００円で前年度比９,６９７万３,０００円、率で２.７％の減、特別交

付税が６億１,５８１万７,０００円で前年度比１億９,７５０万１,０００円、率で４７.２％の

増、合わせまして１億５２万８,０００円、２.５％の増となったものです。 

 なお、歳入全体に占める割合は４２.５％となっています。 

 次に、款１１交通安全対策特別交付金は９４万７,０００円です。 

 款１２分担金及び負担金は１億２３０万９０９円ですが、農業費分担金、老人福祉費負担金及

び児童保護費負担金、西臼杵３公立病院統合再編準備室運営事業費負担金、これらが主なもので

す。 

 なお、収入未済額４９万２,４４３円は、光ケーブル接続負担金、住宅維持管理事業負担金で

ございます。 

 次に、款１３使用料及び手数料は１億２,３４８万７２０円で、ふれあいバス、駐車場、入湯

料、住宅使用料が主なものであります。 

 なお、収入未済額７７万７,２２０円は、駐車場使用料、光ケーブル、保育所等使用料、住宅

使用料となっています。 

 次に、款１４国庫支出金１３億６,３９７万８,５４０円。次のページをお開きください。 

 款１５県支出金１０億２,０１１万４,６８９円につきましては、それぞれ事業執行に伴います

負担金、補助金などで、保育給付費、児童手当、障害福祉費、新型コロナウイルスワクチン接種

対策費、低所得者保険料軽減負担金、公共土木施設災害復旧事業などの負担金並びに児童福祉費、

社会保障税番号制度システム整備事業、価格高騰緊急支援給付金事業、中山間地域直接支払制度

事業、畜産競争力強化整備事業、道路メンテナンス事業、商工費などの補助金、また、交付金と

しては、道路事業費交付金、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金、保育士等処遇

改善臨時特例交付金などが主なものです。 

 なお、令和３年度の繰越事業でありました非課税世帯等臨時特別給付金事業費補助金、社会保

障税番号制度システム整備費補助金、道路事業費交付金なども収入済みとなっています。 

 次に、款１６財産収入９,３７６万９,３４９円ですが、町有財産貸付け、光ケーブル回線貸付

け、そして、農林水産物食材供給施設売上収入などとなっています。 

 なお、収入未済額２４万２,６００円は、家屋貸付収入が主なもので、不納欠損額は６万

９,６００円となっています。 

 続いて、款１７寄附金３億３,３０７万４９３円は、ふるさと応援寄附金が主なものですが、

企業版ふるさと納税寄附金もあり、前年度比１億７,９５５万８,４９３円、率にして

１１７.０％の増となっています。 
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 次に、款１８繰入金４億５,４２６万２,１３５円ですが、財政調整基金及びふるさと応援基金、

新型コロナウイルス感染症対策基金などからの繰入金が主なものとなっています。 

 款１９繰越金１億３,００９万４,２１６円は、繰越事業費充当財源を含む前年度繰越金です。 

 １２ページをお開きください。 

 款２０諸収入９,５０８万８,２０４円ですが、育英資金貸付金収入、農林水産業費及び衛生費

の受託事業収入が主なものとなっています。 

 なお、収入未済額２３０万４,０００円は育営資金償還金です。 

 最後に、款２１町債の３億９,１６８万４,０００円ですが、道路及び都市再生整備事業、非常

勤医師の賃金、臨時財政対策債、また、令和３年度の繰越事業でありました公共施設適正管理推

進事業、過疎対策事業債などが主なものとなっています。 

 以上、３年度からの繰越分の収入額３億７,０１１万９９２円を含めました歳入総額は９８億

２,１２８万６,９３９円の決算額となり、調定額に対する収入済額の割合は９９.４％でござい

ます。 

 続きまして、１４ページの歳出決算額です。支出済額で御説明いたします。 

 まず、款１議会費は９,５６４万３,８０７円となっています。 

 次に、款２総務費１４億５,２２５万２,５２８円ですが、ふるさと納税業務委託、光ケーブル

保守委託事業、ふれあいバス運行費、戸籍システム整備事業、財政調整基金、公共施設等整備基

金、ふるさと応援基金などの積立金及び繰越事業の町有施設解体工事などが主なものとなってい

ます。 

 次に、款３民生費は２４億９,２９４万３,６５６円となりました。非課税世帯等臨時特別給付

金事業、価格高騰緊急支援給付金事業、高齢者福祉事業、障害者支援事業、児童福祉支援事業、

そして子育て世帯への臨時特別給付金事業などが主なもので、これは歳出全体の２６.５％と最

大のウエートを占めています。 

 なお、児童福祉総務費の児童遊園整備工事で１,６８７万８,０００円を次年度へ繰り越してお

ります。 

 次に、款４衛生費７億６,７３２万５,０５２円ですが、病院事業会計及び簡易水道事業特別会

計繰出金、各種予防健診事業、合併処理浄化槽、西臼杵広域行政事務組合負担金、健診委託料な

どが主なものです。 

 次に、款６農林水産業費は１４億３１４万３,００４円となりました。主なものは、道の駅レ

ストラン、がまだせ市場及び地籍調査事業などの委託料、中山間地域等直接支払制度事業交付金、

飼料及び肥料価格高騰緊急対策事業補助金、繁殖素牛改良更新促進対策事業補助金、畜産競争力

強化整備事業補助金、農地防災事業、有害獣捕獲報奨金及び地方創生道整備推進交付金事業など
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となっています。 

 また、農業水路等長寿命化防災減災事業費、小水力発電施設整備事業、地方創生道整備推進交

付金事業、森林環境保全整備事業で１億６,６９４万１,３１６円を次年度へ繰り越しております。 

 続きまして、１６ページの款７商工費４億２,７４９万９,３１１円の決算額ですが、新型コロ

ナウイルス感染症対策の利子補給補助金、商工会補助金、商品券発行事業、観光地管理委託料、

観光施設運営費並びに原油・原材料高対策利子補給金基金、宮崎再生支援特別貸付利子補給金基

金、これらの積立て、そして、繰越事業の感染症対策営業時間短縮要請協力金が主なものとなっ

ています。 

 次に、款８土木費は９億６,２６４万１,３２７円となりましたが、道路維持新設改良費、都市

再生整備計画事業、下水道事業会計への繰出金並びに繰越事業の道路新設改良事業、都市再生整

備計画事業、河川改良自然災害防止工事などが主なものとなっています。 

 なお、道路維持社会資本整備総合交付金事業、地方創生道整備推進交付金事業、河川総務、自

然災害防止事業、都市再生整備計画事業など、そして、九州中央自動車道関連事業などで３億

３０２万６,０６３円を次年度へ繰り越しております。 

 次に、款９消防費は３億１,６３９万３,３７６円となりました。これは、消防団員の活動費、

宮崎県町村総合事務組合負担金、西臼杵広域行政事務組合負担金など、消防施設耐震性貯水槽設

置費が主なものとなっています。そして、備品購入のため２,６９５万９,０００円を次年度に繰

り越しました。 

 次に、款１０の教育費５億３,２２８万７,１６７円ですが、小中学校管理費、自治公民館運営

費を含む社会教育費、体育施設管理委託料などが主なものとなっています。そして、学校関係施

設の災害復旧及び改修工事などで９３４万４,６１０円を次年度に繰り越しました。 

 次に、１８ページの款１１災害復旧費１億８,５３１万９,０８５円ですが、農林水産業施設災

害復旧費と公共土木施設災害復旧費となっています。 

 なお、農地農業用施設災害復旧費、林道施設災害復旧費、道路・橋梁・河川災害復旧で５億

５,６２８万６,０００円を次年度へ繰り越しました。 

 最後に、款１２の公債費７億６,８８１万７,５４８円となり、前年度比１,５２７万

１,２３２円、１.９％の減となっております。 

 以上、歳出総額は９４億４２６万５,８６１円の決算額となりました。これは、前年度と比較

しまして３億８,７２８万９,３４６円、４.０％の減となっております。また、予算に対する執

行率は８７.４％であります。 

 なお、次年度への予算繰越額は総額で１０億７,９４３万４,９８９円となっています。 

 以上で、一般会計の決算説明を終わります。一般会計を閉じてください。 
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 続きまして、特別会計の決算について御説明いたします。 

 議案集４、国民健康保険特別会計をお開きください。 

 それでは、議案第４４号令和４年度高千穂町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について

でございます。 

 ６ページの歳入決算額から御説明いたします。 

 まず、款１国民健康保険税は２億６,９２２万５５８円の収入済額ですが、前年度と比較しま

すと４９８万７,５１６円、１.８％の減となっています。収納率は９３.９％、収入未済額が

１,５５０万２,７４８円で、収入の確保が課題となっています。 

 なお、不納欠損額２０２万６,０１４円は、法の規定に基づく欠損処理でございます。 

 次に、款４使用料及び手数料１１万２,４２０円は保険税の督促手数料。 

 款６県支出金１２億９,５７５万８,６９４円は、保険給付費等交付金となっています。 

 款８財産収入２９万６,９１２円は、国民健康保険準備積立基金の利子。 

 款１０繰入金１億７,１５４万７,３２２円は、一般会計からの繰入金となっています。 

 款１１繰越金２,５５８万６,０４３円は、前年度繰越金。 

 款１２諸収入２７１万１,８２４円は、延滞金、第三者納付金、雇用保険等個人負担金などが

主なものとなっています。 

 次のページをお開きください。 

 歳入総額１７億６,５２３万３,７７３円の決算額となり、調定額に対し収入済額の割合は

９９.０％でございます。 

 続きまして、１０ページから歳出決算額について御説明いたします。 

 まず、款１総務費４,１６６万６,９９２円は、職員の人件費及び事務費が主なものです。 

 次に、款２保険給付費１２億２,２８１万８,８４４円ですが、前年度と比較しますと

９,７０２万２,６６７円、率にして７.４％の減となっています。 

 款３国民健康保険事業費納付金４億８３１万４,８６３円は、一般被保険者医療費分、医療費、

医療給付費分、そして後期高齢者支援金等、また、介護納付金分として県に納付するものとなっ

ています。 

 款５保健事業費５,２４５万５,８９０円は、特定健康診査等事業費及び保健センターの運営費

などとなっています。 

 続きまして、１２ページの款６基金積立金２９万６,９１２円は、国民健康保険準備積立基金

への積立て。 

 款８諸支出金８１６万３,００１円は、国保税の還付金、保険給付費等交付金精算に伴う償還

金、病院事業会計への繰出金などが主なものとなっています。 
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 以上、歳出総額１７億３,３７１万６,５０２円の決算額となり、執行率は９７.２％となって

います。 

 以上で、国民健康保険特別会計決算の説明を終わります。国民健康保険特別会計をお閉じくだ

さい。 

 続きまして、議案集５、簡易水道事業特別会計をお開きください。 

 それでは、議案第４５号令和４年度高千穂町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定について

でございます。 

 ６ページの歳入決算額から御説明いたします。 

 まず、款１使用料及び手数料６,１５６万３,５０５円の収入済額ですが、町内２６の簡易水道

組合の使用料収入となっています。 

 次に、款４財産収入１８万８,６６３円は簡易水道積立基金の利子、款５繰入金１,８４１万

３,０００円は一般会計からの繰入金、款６繰越金４２４万４,５０７円は前年度繰越金、款７諸

収入１９万９,７２９円は雇用保険等個人負担金となっています。 

 款９分担金及び負担金２３万７,６００円は、給水負担金です。 

 以上、歳入総額８,４８４万７,００４円の決算額となり、調定額に対する収入済額の割合は

９８.３％でございます。 

 続きまして、８ページの歳出決算額でございます。 

 款１衛生費７,４５７万２,７９７円ですが、簡易水道会計の事務費及び簡易水道組合の維持管

理費となっています。 

 歳出総額も同額の決算額となり、執行率は８７.８％となっています。 

 以上で、簡易水道事業特別会計決算の説明を終わります。簡易水道事業特別会計を閉じてくだ

さい。 

 続きまして、議案集６、下水道事業特別会計をお開きください。 

 それでは、議案第４６号令和４年度高千穂町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定についてで

ございます。 

 ６ページの歳入決算額から説明いたします。 

 まず、款１の分担金及び負担金２４７万１００円は受益者負担金となっています。 

 次に、款２国庫支出金１００万円は公共下水道事業補助金。 

 款５繰入金１億８，４２０万５,７５７円は、一般会計及び減債基金からの繰入金。 

 款６繰越金１,３５０万１,０３２円は、繰越事業費充当財源を含む前年度からの繰越金。 

 款８町債１,２７０万円は、下水道債です。 

 款９使用料及び手数料７,１３３万７,２１５円は下水道使用料が主なもので、収納率は
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８９.８％、収入未済額が８０９万４,０３９円となっており、収入の確保が急務となっています。 

 次のページをお開きください。 

 歳入総額２億８,５２１万４,１０４円の決算額となり、調定額に対する収入済額の割合は

９７.２％でございます。 

 続きまして、１０ページの歳出決算額について御説明いたします。 

 最初に、款１総務費２,６０３万８,０５３円は、人件費などの事務費が主なものです。 

 次に、款２土木費２,０９５万４,６７４円は、下水道施設監視システム更新業務委託費が主な

ものです。 

 次に、款３公債費９,７０６万８３２円は、施設整備に伴う下水道事業債の償還金です。今後

も、この償還金の財政負担が本会計の大きなウエートを占めてくるものと思われます。 

 最後に、款５施設費４,３２４万７,５９０円は、浄化センター及び下水道施設の維持管理費が

主なものです。 

 以上、歳出総額１億８,７３０万１,１４９円の決算額となり、執行率は６５.１％でした。 

 なお、歳入歳出の差額９,７９１万２,９５５円は、下水道事業について地方公営企業法が適用

されたことに伴いまして、同法の規定による特別会計へ引き継ぎました。 

 以上で、下水道事業特別会計の説明を終わります。下水道事業特別会計を閉じてください。 

 続きまして、議案集７、西臼杵地域介護認定審査会特別会計をお開きください。 

 それでは、議案第４７号令和４年度西臼杵地域介護認定審査会特別会計歳入歳出決算認定につ

いてでございます。 

 ６ページの歳入決算額から説明いたします。 

 本会計は、効率的かつ公平な介護認定審査業務を行うため、西臼杵３町で制定した共同設置規

約に基づく特別会計です。 

 まず、款１分担金及び負担金１,２７６万４,０００円ですが、西臼杵３町で負担されたもので

す。 

 次に、款５繰越金６７万８,９１１円は前年度繰越金です。 

 以上、歳入総額１,３４４万２,９１１円の決算額となり、収納率は１００％となっています。 

 続きまして、８ページの歳出決算額について御説明いたします。 

 款１介護認定審査会費１,２７７万６,１０８円ですが、月に３回行う認定審査会及び事務局の

経費で、歳出総額も同額の決算額となっており、執行率は９５.１％でございます。 

 以上で、西臼杵地域介護認定審査会特別会計決算の説明を終わります。介護認定審査会会計を

閉じてください。 

 続きまして、議案集８、介護保険特別会計をお開きください。 
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 それでは、議案第４８号令和４年度高千穂町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について説明

いたします。 

 なお、本会計は、保険事業勘定と介護サービス事業勘定の２つに分けて経理されています。 

 最初に、８ページの保険事業勘定の歳入決算額から説明いたします。 

 まず、款１保険料２億４,９３４万４,８９０円は、特別徴収と普通徴収の介護保険料で、収納

率は９７.４％、収入未済額６７５万７,０５５円となっています。 

 なお、不納欠損額２万３,９００円は、法の規定に基づきます欠損処理でございます。 

 次に、款２分担金及び負担金２８６万８,９００円は、高齢者の生きがいと健康づくり推進事

業費負担金。 

 款３使用料及び手数料２万７,６１０円は、介護保険料の督促手数料です。 

 次に、款４国庫支出金４億１,８０９万６,４１１円、款５支払基金交付金３億７,３６２万

４,９４８円、款６県支出金２億２,０２０万２,９７５円は、それぞれ介護給付・介護予防事業

に伴う補助金、交付金となっています。 

 款７財産収入３９万７,４２９円は、介護給付費準備基金の利子です。 

 款９繰入金２億４,４２５万９,９５５円は、一般会計繰入金、介護サービス事業勘定等繰入金

となっています。 

 １０ページに移りまして、款１０繰越金５,３５７万５,２８３円は、前年度繰越金、款１２諸

収入８,１２９円の雑入となっています。 

 以上、歳入総額１５億６,２４０万６,５３０円の決算額となり、９９.６％の収納率となって

います。 

 続きまして、１２ページからの歳出決算額について御説明いたします。 

 まず、款１総務費３,０１０万２,３０６円は、人件費、認定審査会経費、介護保険会計運営費

などとなっています。 

 次に、款２保険給付費１３億２,４１１万５,４５６円は、居宅施設サービス、介護予防サービ

ス事業などの経費となっています。 

 款４地域支援事業費１億１,２２７万１,０２５円は、高齢者の生きがいと健康づくり推進事業、

介護予防生活支援サービス事業などの経費となっています。 

 款６基金積立金３９万７,４２９円は、介護給付費準備基金への積立金となっています。 

 １４ページに移りまして、款９諸支出金２,４８４万２,１２７円ですが、過年度分の精算に伴

う国などへの払戻金並びに介護サービス事業勘定などへの繰出金となっています。 

 以上、歳出総額１４億９,１７２万８,３４３円の決算額となり、執行率は９５.３％となりま

した。 
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 続いて、令和４年度の介護サービス勘定です。６２ページの歳入決算額から説明いたします。 

 まず、款１サービス収入７３３万６,３９０円の収入済額ですが、介護予防支援サービス計画

などに伴う収入となっています。 

 次に、款８繰入金５５０万円は保険事業勘定からの繰入金。 

 款９繰越金３５万５,１３５円は、前年度繰越金。 

 款１１諸収入２７万２２３円は、雇用保険等個人負担金となっています。 

 以上、歳入総額１,３４６万１,７４８円の決算額となり、収納率は１００％となっています。 

 続きまして、６４ページの歳出決算額について説明いたします。 

 まず、款１総務費６７８万１,８８０円は人件費などの事務費となっています。 

 次に、款２サービス事業費５７５万６,４２３円は居宅介護支援サービス計画作成などの費用

です。 

 款７諸支出金３５万５,１３５円は、介護保険事業勘定への繰出金となっています。 

 以上、歳出総額１,２８９万３,４３８円の決算額となり、執行率は９２.４％となりました。 

 以上で、介護保険特別会計決算の説明を終わります。介護保険特別会計をお閉じください。 

 続きまして、議案集９、後期高齢者医療特別会計をお開きください。 

 最後に、議案第４９号令和４年度高千穂町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について

でございます。 

 ６ページからの歳入決算額について御説明いたします。 

 まず、款１後期高齢者医療保険料１億２,１４９万１,８００円は、特別徴収と普通徴収の保険

料で、収納率は９９.５％、収入未済額６６万１,３４０円となっています。 

 次に、使用料及び手数料１万６,７２０円は保険料の督促手数料。 

 款４繰入金５,９２９万１,２６２円は、事務費及び保険基盤安定のための一般会計からの繰入

金。 

 款５繰越金１７０万９,７００円は、前年度繰越金。 

 款６諸収入５５５万３,９６０円は、保険料還付金及び宮崎県広域連合からの受託事業収入金

となっています。 

 以上、歳入総額１億８,８０６万３,４４２円の決算額となり、調定額に対する収入済額の割合

は９９.６％でございます。 

 続きまして、８ページの歳出決算額について御説明いたします。 

 まず、款１総務費６４７万２,４５５円ですが、電算システム・健診委託料が主なものとなっ

ています。 

 次に、款２後期高齢者医療広域連合納付金１億７,９１０万２,３６２円は、宮崎県広域連合に
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対する負担金です。 

 続いて、款３諸支出金１万４,６００円ですが、保険料の還付金です。 

 以上、歳出総額１億８,５５８万９,４１７円の決算額となり、執行率は９８.５％となりまし

た。 

 以上で、後期高齢者医療特別会計決算の説明を終わります。 

 ここまで、令和４年度の一般会計及び６件の特別会計の歳入歳出決算につきまして御説明申し

上げましたが、財政健全化判断比率は４指標ともに早期健全化基準を下回り、本町の財政が健全

な水準となっており、適正な運営がなされているものと判断いたしております。 

 また、地方自治法施行令第１６６条の規定に基づき、それぞれの会計ごとに歳入歳出事項別明

細書、実質収支に関する調書、財産に関する調書も併せて御提案しておりますので、御審議の上

それぞれ認定賜りますようお願い申し上げ、説明を終わらせていただきます。 

○議長（坂本 弘明議員）  続いて、議案第５０号について、病院事務長。 

○病院事務長（綾  浩樹事務長）  病院事業会計の議案第５０号について御説明申し上げます。 

 １０の病院事業を御覧ください。決算書の３ページからお願いいたします。 

 本議案は、令和４年度高千穂町国民健康保険病院事業会計剰余金の処分及び決算の認定につい

て、地方公営企業法の規定に基づき議会の認定をお願いするものでございます。 

 それでは、令和４年度の決算状況について御説明いたします。 

 決算書の４ページ、５ページをお開きください。 

 この決算報告書につきましては、仮受け、仮払い、消費税込みの決算となっております。 

 まず、収益的収入及び支出であります。収入決算額は２４億７１０万７,３６９円となり、内

訳は、医業収益が１９億７,８８２万２９３円、医業外収益が４億２,８２８万７,０７６円とな

っております。 

 また、支出では、支出決算額が２３億８,２３３万２,８８２円となり、内訳は医業費用が

２２億３,６４６万７９７円、医業外費用が１億４,５６５万１,０８５円、特別損失が２２万

１,０００円となっております。 

 次に、資本的収入及び支出でありますが、収入決算額は１億４,１８７万４,０００円で、その

内訳といたしましては、一般会計から病院事業の建設改良による経費に対する基準繰入れのうち、

負担金として繰り入れた１億３,５８９万５,０００円と、調整交付金分で医療機器購入に係る国

庫補助金を一般会計から繰入金として受け入れた２７５万円と、補助金の３２２万９,０００円

であります。 

 次に、支出決算額は２億３,８９６万９,１７５円となり、内訳としましては、建設改良費

７,１７５万８,６９４円、企業債償還金１億６,１２１万４８１円、貸付金として、医師及び薬
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剤師修学資金の６００万円となっております。 

 なお、資本的収入額から資本的支出額を差し引きました９,７０９万５,１７５円の不足額につ

きましては、当年度消費税資本的収支調整額及び損益勘定留保資金で補填したところであります。 

 次に、７ページの損益計算書について御説明いたします。 

 この損益計算書は、４ページ、５ページの収益的収支の決算額から消費税抜きで計上したもの

であり、令和４年度の１年間の経営状況を表したものでございます。 

 まず、１の医業収益でありますが、（１）の入院収益、（２）の外来収益、（３）のその他医

業収益を合わせました総額は１９億７,３１１万１,５２７円であります。それに対しまして２の

医業費用は、（１）の給与費から（６）の研究研修費までを合わせまして２１億６,２５２万

４,７３９円となり、医業収益から医業費用を差し引きました医業損失は１億８,９４１万

３,２１２円となりました。 

 次に、３の医業外収益でありますが、（１）の受取利息配当金から（８）のその他医業外収益

までを合わせました総額は４億２,７２８万４,２４３円となりました。 

 ４の医業外費用は、（１）の支払利息及び企業債取扱諸費から（７）の雑出までを合わせまし

て１億４,５１９万７,６８３円となりましたので、医業外収益から医業外費用を差し引きました

医業外利益は２億８,２０８万６,５６０円で、医業損失から医業外利益を差し引きました経常利

益は９,２６７万３,３４８円となり、経常利益額と特別損失額とを合わせた９,２４５万

２,３４８円が当年度純利益額となりました。 

 したがいまして、前年度繰越利益剰余金６億９,４２１万３,２７４円と当年度純利益額

９,２４５万２,３４８円を合わせた額が、当年度繰越利益剰余金７億８,６６６万５,６２２円と

なるものです。 

 次に、８ページ、９ページの剰余金計算書についてであります。 

 昨年度、議会の議決による積立額処分後残高は、資本金７億９９３万１３０円、資本剰余金合

計額は２億８,２９４万７,２６９円、利益剰余金合計額は８億８,５３３万８,７７７円で、資本

合計額は１８億７,８２１万６,１７６円となっておりました。 

 本年度は、当年度純利益額９,２４５万２,３４８円と前年度繰越利益剰余金６億９,４２１万

３,２７４円とを合わせた７億８,６６６万５,６２２円が当年度未処分利益剰余金となりまして、

資本金、資本剰余金合計額、利益剰余金合計額を合わせた当年度末の資本合計額は１９億

７,０６６万８,５２４円となるものです。 

 次に、１０ページの剰余金処分計算書（案）についてでありますが、先ほど御説明しましたと

おり、当年度未処分利益剰余金は７億８,６６６万５,６２２円で、減債積立金、建設改良積立金

の取崩しをしていないことから、そのまま翌年度繰越利益剰余金とするものであります。 
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 次に、１２ページ、１３ページの貸借対照表について御説明いたします。 

 まず、資産の部において、（１）の有形固定資産の内訳は、（イ）の土地から（ト）の建設仮

勘定までを合わせた有形固定資産合計額は２８億５,７２３万３,１５０円となりました。（２）

の無形固定資産としましては、電話加入権３７万７,７５１円を計上しております。また、

（３）の投資その他の資産としまして７,１５９万６,６０３円となっております。 

 有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産を合わせた固定資産合計額は２９億

２,９２０万７,５０４円となり、現金預金及び未収金貸倒引当金、貯蔵品の流動資産の合計は

９億６,０３９万１,７４５円となり、資産合計は３８億８,９５９万９,２４９円となるものです。 

 次に、１３ページの負債、資本の部でありますが、建設改良の財源に充てるため企業債とリー

ス債務を合わせまして固定負債合計が７億８,２００万８,３７２円、流動負債（１）の企業債か

ら（６）の法定福利費引当金までを合わせました流動負債合計が３億７,０１０万８,２９９円、

長期前受金から長期前受金収益化累計額を差し引いた繰延収益合計額は７億６,６８１万

４,０５４円となり、固定負債合計額、流動負債合計額及び繰延収益合計額を合わせた負債合計

額は１９億１,８９３万７２５円となりました。 

 資本金は、自己資本金が７億９９３万１３０円となります。 

 剰余金は、資本剰余金のうち、その他資本剰余金が２億８,２９４万７,２６９円となります。 

 利益剰余金合計額は９億７,７７９万１,１２５円となっております。内訳は、減債積立金が

７,４０１万８,９００円、建設改良積立金が１億１,７１０万６,６０３円、当年度未処分利益剰

余金が７億８,６６６万５,６２２円であります。 

 また、資本剰余金合計２億８,２９４万７,２６９円と利益剰余金合計９億７,７７９万

１,１２５円を合わせました剰余金合計は１２億６,０７３万８,３９４円であり、資本金と剰余

金合計を合わせた資本合計は１９億７,０６６万８,５２４円となりまして、９ページの剰余金計

算書の資本合計の当年度末残高と同額となるものであります。 

 また、負債と資本の合計額が３８億８,９５９万９,２４９円となりまして、１２ページの資産

合計と同額となるものであります。 

 以上、令和４年度の高千穂町国民健康保険病院事業決算について説明をいたしました。 

 なお、決算附属書類を１５ページ以降に添付しておりますので、併せて御審議いただきますよ

うお願い申し上げまして、説明を終わらせていただきます。 

○議長（坂本 弘明議員）  ここで、午後１時１０分まで休憩いたします。 

午後０時01分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後１時10分再開 
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○議長（坂本 弘明議員）  休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

 続いて、議案第５１号について、上下水道課長。 

○上下水道課長（湯川  哲課長）  それでは、上下水道課所管の決算議案１件について御説明い

たします。 

 議案第５１号令和４年度高千穂町水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定についてでありま

すが、１１番の議案集、水道事業を御覧ください。 

 地方公営企業法第３２条第２項の規定に基づき、令和４年度高千穂町水道事業会計決算に伴う

剰余金を剰余金処分計算書（案）のとおり処分し、併せて同法第３０条第４項の規定に基づき、

別紙、監査意見の意見をつけて議会の認定に付するものであります。 

 初めに、決算の概要について御説明いたします。４ページ、５ページの決算報告書を御覧くだ

さい。 

 なお、地方公営企業法により、決算報告書は消費税込み、損益計算書、剰余金計算書、貸借対

照表の財務諸表につきましては、消費税抜きの金額となっておりますので御了承ください。 

 では、収益的収入及び支出につきまして、収入、第１款水道事業収益、決算額は１億

３,８４０万９,７７４円。内訳は、営業収益１億３,３９９万５,３１５円。主なものは水道使用

料であります。営業外収益４４１万４,４５９円。主なものは長期前受金戻入などであります。 

 支出、第１款水道事業費用、決算額は１億３,０６６万８,３９９円。内訳は、営業費用１億

２,００９万３,０６８円。主なものは、人件費、運転費用などとなっております。営業外費用

１,０５７万５,３３１円。主なものは、起債償還利息、消費税となっております。特別損失、予

備費はゼロ円となっております。 

 次に、資本的収入及び支出につきまして、収入、第１款資本的収入、決算額は１９８万

１,０００円。内訳は、補助金１９８万１,０００円、国庫補助金であります。そのほかにつきま

してはゼロ円であります。 

 支出、第１款資本的支出、決算額は２,４１０万５,４０９円。内訳は、建設改良費

１,０４４万９,５１６円。主なものは、災害復旧工事などであります。企業債償還金

１,３６５万５,８９３円、負担金、予備費はゼロであります。 

 資本的収入が資本的支出に不足する額２,２１２万４,４０９円は、消費税資本的収支調整額

９４万９,９５６円と、損益勘定留保資金２,１１７万４,４５３円で固定しております。 

 次に、７ページの損益計算書でありますが、１、営業収益１億２,１９３万８４８円から２、

営業費用１億１,７０６万８,１７１円を差し引いた営業利益は４８６万２,６７７円であります。

この額に３、営業外収益４４１万４７７円を加え、営業外費用２５８万７,０３１円を差し引い

た計上利益は６６８万６,１２３円であります。 
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 令和４年度は、５、特別損失の計上がないため、当年度準利益は同額の６６８万６,１２３円

であります。この額に、前年度繰越利益剰余金１億３,２５６万６,７２５円を合わせまして、当

年度未処分利益剰余金は１億３,９２５万２,８４８円であります。 

 次に、８ページ、９ページの剰余金計算書でありますが、当年度変動額は、当年度純利益

６６８万６,１２３円のみで、これを繰越未処分利益剰余金に加え、当年度未処分利益剰余金は

１億３,９２５万２,８４８円であります。 

 次に、１１ページ、剰余金処分計算書（案）でありますが、資本金、資本剰余金についての処

分案はございません。 

 未処分利益剰余金につきまして、当年度末残高１億３,９２５万２,８４８円から、減債積立金

へ３３万４,０００円、建設改良積立金へ６３５万２,０００円、合計しまして６６８万

６,０００円を積立処分し、処分後の残高を１億３,２５６万６,８４８円を繰越利益剰余金とす

ることを提案するものであります。 

 剰余金計算書、事業報告書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書、その他資料につきまして

は、決算書を御覧ください。 

 以上が、令和４年度高千穂町水道事業会計剰余金の処分及び決算の内容であります。御審議の

ほどよろしくお願いいたします。 

○議長（坂本 弘明議員）  次に、監査委員から決算審査結果の報告を求めます。登壇願います。 

○監査委員（中尾 清美監査委員）  それでは、今までに説明のありました一般会計、特別会計、

企業会計の決算につきまして、議案第４３号令和４年度高千穂町一般会計歳入歳出決算から議案

第５１号水道事業会計までの審査の経緯と結果につきまして御報告いたします。 

 町長から審査に付されました一般会計、特別会計の決算書、決算事項別明細書、実質収支に関

する調書など、企業会計につきましては、決算報告書、損益計算書、貸借対象表の決算状況につ

いて、また、各課・施設より提出されました決算説明書及び附属資料を照合しながら、全会計を

７月１２日から２４日までのうち７日間、富髙健一郎監査委員と審査を実施したところでござい

ます。 

 その結果、各会計とも係数等に誤りはなく、決算は正確であることを確認いたしました。 

 なお、決算内容につきましては、先ほど会計管理者、関係課長、施設長より報告がありました

ので省略させていただき、監査委員としての留意事項について申し上げます。 

 まず、一般会計の財政運営状況でありますが、歳入で、自主財源の町税は、コロナ禍の中で昨

年と同様に減収も懸念されましたが、国のコロナ感染対策において３年度に飲食業・観光業など

の事業所へ交付された支援金が、４年度の個人所得に算入されたことにより、法人税と合わせて

１,８１１万４,０００円の増、また、一般となる地方交付税も１億５２万８,０００円の増収と
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なっておりますが、コロナウイルス感染対策関連事業に伴う国・県の支出金が減となり、全体で

３億８,０３６万２,０００円の減となっております。 

 一方、歳出では、令和４年度に予算化された事業が昨年の台風１４号災害により事業課は災害

復旧に業務を費やされ、災害復旧を除く予算執行率が８１.３５％で、繰越明許費も１０億

７,９４３万５,０００円と予算額の１０％を繰り越す結果となっております。 

 今後、災害復旧事業を除く事業が繰越事業の常態化とならないよう計画的に執行し、解消に努

めていただきたいと思います。 

 なお、歳入歳出の形式収支では、４億１,７０２万１,０００円の黒字、実質収支でも２億

６,１３２万２,０００円の黒字決算となっておりますが、実質単年度収支については、台風被害

による国庫支出金の把握が困難なことであったことに加え、コロナ感染症の収束状況が不明で予

算執行が困難となり、専決処分でも減額措置を行わずに財政調整基金の多額の基金を取崩しで対

応したことから、一旦黒字となった３年度から再び赤字となっております。 

 自主財源の乏しい本町におきましては、財源確保に努力されていますが、今後も続く、病院、

一部事務組合への財政支援、教育施設等の建て替え、老朽化した公共インフラの更新等、新たな

社会資本の整備を控え、多くの課題も山積しており、財政需要も拡大していく中で、人口減に伴

う地方交付税の減額が見込まれることから、財政運営は厳しくなると考えます。 

 今後も引き続き自主財源の確保と長期的視野に立って、選択と集中により優先順位を決めて計

画的な財政運営を望むものであります。 

 次に、特別会計の決算でありますが、各会計とも健全財政の運営に努めており、下水道事業は

令和５年度から公営企業へ移行して事業を運営されており、今後も整備地区内の維持管理と全世

帯が接続されるよう加入率の向上に努めていただきたいと思います。 

 次に、一般会計、特別会計の収入未済額につきましては年々減少してきており、各関係各課も

努力されていますが、次年度に繰り越す不用額が一般会計において２億７,０３２万５,０００円

と、災害やコロナ対策などの影響で前年度に引き続き多額となり厳しい状況ではあると思われま

すが、不用額は次年度の予算に影響を及ぼすこともあることから計画的な執行で不用額が減とな

るようにお願いします。 

 次に、地方債でありますが、４年度の借入額は、災害等の繰越事業により借入れが減り、地方

債残高も減少しております。今後、多くの事業を抱え、地方債の借入れも増加すると思われます

ので、借入額や有利な地方債について関係各課と調整を行い、地方債の有効活用をお願いいたし

ます。 

 次に、病院事業であります。令和４年度も当年度準利益９,２４５万２,０００円となっており、

コロナ感染対策による国の補助金等で一時的に前年度に引き続き黒字決算となり、診療状況も回
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復しつつありますが、コロナ感染が今も続いており、従事者は大変な状況にあると思われます。 

 医師については、慢性的な常勤医師不足が続き、経営の厳しい状況は今後も続くと思われ、本

町においては、今後、病院の統合・再編を進める中で、急性期病院の一般病院の業務を担うこと

から、外科の常勤医師不足は救急医療体制にも影響を与えるため、西臼杵郡一部事務組合の病院

として、医療体制の充実、医師不足の解消、赤字体質からの脱却を図りながら、救急病院として

の役割を果たし、質の高い医療提供に努められますよう要望いたします。 

 次に、水道事業会計につきましても黒字決算となっておりますが、給水人口の減少は続くと考

えられます。これにより給水収益の増は厳しくなり、費用では既存施設の耐震化、老朽化対策な

どを含む施設の更新等の事業もあり、厳しい経営状況になることが予想されますので、経費の節

減に努めていただき、安全で安心な水の供給と健全財政の運営に努められますよう要望いたしま

す。 

 次に、令和４年度の財政健全化でありますが、先ほど町長より説明のありましたとおり、財政

健全化判断比率は基準内であり、公営企業に係る資金不足も生じていないことを確認いたしまし

た。 

 以上、御報告申し上げましたが、審査の結果、意見等につきましては、お手元のタブレットの

御意見書を御覧いただきますようお願い申し上げまして、審査の結果報告といたします。 

○議長（坂本 弘明議員）  次に、決算議案以外の説明を求めます。 

 議案第５２号について、総務課長。 

○総務課長（有藤 寿満課長）  総務課所管条例改正議案１件につきまして御説明いたします。 

 議案集１２、条例の３ページを御覧ください。 

 議案第５２号、高千穂町長期継続契約に関する条例の一部改正についてでありますが、地方自

治法第２３４条の３の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約について必要な

事項を本条例で定めております。 

 現在、パソコンやプリンター、コピー機、電話機などの事務機器や公用車などの物品リース契

約等で、複数年度にわたり契約を締結する場合の契約期間を５年以内と定めておりますが、物品

の耐久性や性能が向上していることなどから、今回７年以内とし、最適な契約期間の設定が可能

となるよう改正するものであります。 

 議案集の４ページを御覧ください。 

 条文中の第３条において、長期継続契約における契約期間を５年以内から７年以内に改め、公

布の日から施行するものであります。 

 以上、提案理由の説明であります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（坂本 弘明議員）  続いて、議案第５３号、第５６号、第６０号について、上下水道課長。 
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○上下水道課長（湯川  哲課長）  それでは、上下水道課所管の議案３件について御説明いたし

ます。 

 まず、条例改正議案１件についてであります。 

 議案第５３号高千穂町上水道給水条例の一部改正についてでありますが、同じく１２番の条例

の議案集、５ページを御覧ください。 

 本案は、人口減少による料金収入の減少や、水道管や配水池などの水道施設の老朽化などの課

題を抱えております水道事業につきまして、今後、施設の適切な更新や地震に備えた耐震化を図

り、将来にわたり安心安全な水の供給を安定的に継続していくための財源としまして、今回、上

水道料金の料金改定を上程するものであります。 

 料金改定を上程するに当たり、上水道事業ビジョン及び料金適正化計画において、将来の人口

予測と料金収入を見通し、施設更新、耐震化に必要な費用、見込める補助金や起債等を算出し、

今後の投資財政計画を立てた上で、様々なパターンの料金体系、改定率、将来世代の負担軽減等

も考慮し、検討、シミュレートした結果、今回料金の平均改定率は２９.４３％。 

 料金体系につきましては、料金体系を変更することにより、小口の使用者、あるいは大口の使

用者など、一部の利用者に負担が極端に偏ることを避けるため、現行と同じ基本料金と使用量に

応じた重量料金及び使用料に応じて段階的に重量料金が増す逓増型料金を維持した料金体系を提

案しております。 

 新料金での徴収は、料金システム等の事務作業、上水道使用者への広報期間等を必要とするた

め、１２月分として令和６年１月に請求する料金からを予定しております。詳細につきましては、

議案集６ページからを御覧ください。 

 続きまして、補正議案２件であります。 

 初めに、議案第５６号令和５年度高千穂町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）でありま

すが、１３番の補正予算の議案集５５ページを御覧ください。 

 今回の補正は、歳入歳出予算の総額に変更はなく、歳入の組替えのみであります。 

 ５６、５７ページの歳入歳出予算補正を御覧ください。 

 歳入につきまして、令和４年度決算歳入歳出差引残額から基金積立金を除いた額を令和５年度

予算の財源に充て、伴って一般会計繰入金を減額するものであります。 

 繰入金は、他会計繰入金を３４４万３,０００円減額し、補正後の額を２,２２９万

８,０００円に、繰越金は、前年度繰越金を３４４万３,０００円増額し、補正後の額を３４４万

４,０００円とするものであります。詳細につきましては、５９ページ以降に事項別明細書をつ

けておりますので御参照ください。 

 次に、議案第６０号令和５年度高千穂町下水道事業会計補正予算（第１号）でありますが、同
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じく１３番の議案集１２７ページを御覧ください。 

 補正の主な理由は、下水道区域内の家屋の新築増に伴う下水道公共ます等設置工事費の増、令

和４年度決算に伴う減価償却費未払金等の修正であります。 

 今回の補正は、第２条のとおり、収益的収入及び支出の収入について、下水道事業収益の営業

外収益を８２万７,０００円増額し、補正後の下水道事業収益の総額を２億３,４４８万

４,０００円に、支出につきまして、下水道事業費用の営業費用７６万６,０００円を増額し、営

業外費用６万２,０００円を増額、補正後の下水道事業費用の総額を２億２,７６５万

２,０００円とするものであります。 

 また、第３条のとおり、資本的収入及び支出の収入につきまして、資本的収入の負担金等を

７０万４,０００円増額し、他会計出資金を３２９万６,０００円増額、補正後の資本的収入の総

額を５,６２８万５,０００円に、支出につきまして、資本的支出の建設改良費４００万円を増額

し、補正後の資本的支出の総額を１億１,９９７万８,０００円とするものであります。 

 また、令和４年度決算に伴い、４月１日時点での未収金及び未払金の額が確定したことから、

第４条のとおり未収金及び未払金の額を改めるものであります。 

 また、第５条のとおり他会計からの補助金について、令和４年度借入起債の利子額決定に伴い

６万２,０００円を増額し、９,３６７万２,０００円とするものであります。 

 詳細につきましては、１２８ページ以降に、実施計画書、予定キャッシュフロー、予定貸借対

照表等を添付しておりますので御参照ください。 

 以上、上下水道課所管の議案３件につきまして御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（坂本 弘明議員）  続いて、議案第５４号について、財政課長。 

○財政課長（興梠 貴俊課長）  それでは、財政課所管の議案第５４号令和５年度高千穂町一般会

計補正予算（第３号）について説明いたします。 

 議案集１３、補正予算をお開きください。 

 今回の補正予算は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６億２,２１５万４,０００円を追

加し、歳入歳出の総額を１０７億３,０２０万６,０００円とし、第２条の債務負担行為で

５７１万６,０００円を追加し、第３条で地方債１億５,７８５万４,０００円の追加及び変更を

行うものであります。 

 それでは、７ページをお開きください。 

 まず、歳入ですが、地方特例交付金６４万９,０００円の増は、減収補填特例交付金です。 

 地方交付税６,４５３万４,０００円の増は、普通交付税の増によるものです。 

 分担金及び交付金１,０７２万円の増は、災害復旧事業の分担金等です。 

 国庫支出金１億２,２３９万５,０００円の増は、ポストコロナを見据えた受入環境整備促進事
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業補助金５,１６６万円、社会資本総合整備交付金６,０５７万円等となっております。 

 県支出金９,８９９万９,０００円の増は、青年就農給付金事業補助金１５０万円、農林水産業

施設災害復旧費補助金１億５０９万６,０００円等となっています。 

 繰入金１億２,１９０万７,０００円の増は、財源調整のための財政調整基金繰入金

４,９９５万４,０００円及び地方創生基金繰入金７,６３２万１,０００円等となっております。 

 繰越金４,１３２万２,０００円の増は、前年度繰越金による増です。 

 諸収入３７７万４,０００円の増は、過年度精算金等によるものです。 

 町債１億５,７８５万４,０００円の増は、道路橋梁整備事業債６,７００万、農地農業用施設

災害復旧事業債６,８５０万円等によるものです。 

 次に、歳出について御説明いたします。８ページを御覧ください。 

 最初に、議会費３０万円の増は、九州中央道整備促進西臼杵議会特別委員会分となっておりま

す。 

 総務費は１,２１４万９,０００円の増です。庁舎維持補修費２９２万１,０００円、コンピ

ューター運用管理費２６４万円、企画費２３０万２,０００円が主なものとなっております。 

 民生費は２,９５２万３,０００円の増です。医療・介護・福祉空間整備等補助金７７３万円、

国・県補助金償還金６２５万円、子ども子育て支援事業計画ニーズ調査２１８万９,０００円等

を計上しております。 

 衛生費は２８１万７,０００円の増です。災害廃棄物処分委託料９０万円、不妊治療助成金

３００万円等となっています。 

 農林水産業費は３,９５９万６,０００円の増です。新規就農総合支援事業１５０万円、農地農

業用施設災害自力復旧補助金１,０００万円等となっています。 

 商工費は１億２,８０２万５,０００円の増です。観光用駐車場整備工事１億２,２７４万

３,０００円、観光施設維持補修４６１万４,０００円、高千穂・阿蘇・別府周遊アンバサダーキ

ャンペーン事業１００万円等となっています。 

 土木費は１億９,２６２万７,０００円の増ですが、道路維持費５,７００万円、道路新設改良

費６,２０２万円、まちづくり事業費４,３５０万円、九州中央自動車道関連事業費１,３０３万

４,０００円、住宅管理費８４３万３,０００円等となっています。 

 消防費１２１万７,０００円の増は、防火水槽廃止工事が主なものです。 

 教育費１,４５７万５,０００円の増は、高千穂小通学路階段測量設計委託料５００万

３,０００円、給食用特別栽培米試験導入費１１４万４,０００円、その他学校施設等の維持補修

費等が主なものです。 

 災害復旧費は、２億１３２万５,０００円の増です。 
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 ９ページにかけまして、農地４６件、農業用施設１０件、林業施設２路線３か所分の災害対策

費を計上しております。 

 議案集の１３ページ以降に歳入歳出予算の事項別明細書を添付しておりますので、参考にして

いただきたいと存じます。 

 以上で、財政課所管議案の説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いします。 

○議長（坂本 弘明議員）  続いて、議案第５５号、第５９号について、福祉保険課長。 

○福祉保険課長（霜見  勉課長）  福祉保険課所管の補正予算議案２件につきまして御説明いた

します。 

 議案集１３、補正予算の４１ページを御覧ください。 

 議案第５５号令和５年度高千穂町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）につきまして御説

明いたします。 

 今回の補正は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３,２６９万４,０００円を増額して、

補正後の総額を歳入歳出それぞれ１８億５,２７５万８,０００円とするものであります。 

 まず、４２ページ、歳入からですが、国庫支出金５万円の増につきましては、出産育児一時金

が５０万円になったことによる国からの臨時補助金であります。 

 県支出金６２万７,０００円の増につきましては、システム改修に係る県からの特別調整交付

金であります。 

 繰入金５０万の増につきましては、出産育児一時金の増額に係る繰入金であります。 

 繰越金３,１５１万７,０００円の増につきましては、令和４年度からの繰越金であります。 

 次に、４３ページ、歳出でありますが、総務費６２万７,０００円の増は、制度改正に伴うシ

ステム改修委託料であります。 

 保険給付費８０万円の増につきましては、出産育児一時金増額による負担金であります。 

 保健事業費２１万円の増は、健診希望調査に係る通信運搬費であります。 

 予備費３,１０５万７,０００円の増については、繰越金の他支出への充当後の残高であります。 

 ４５ページ以降、事項別明細書を添付しておりますので御参照ください。 

 次に、同じく補正予算の１１３ページを御覧ください。 

 議案第５９号令和５年度高千穂町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）につきまして御

説明いたします。 

 今回の補正は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１４７万５,０００円を増額して、補

正後の総額を歳入歳出それぞれ１億９,９４９万６,０００円とするものであります。 

 まず、１１４ページ、歳入からですが、繰越金１４７万５,０００円の増につきましては、令

和４年度からの繰越金であります。 
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 次に、１１５ページ、歳出でありますが、予備費１４７万５,０００円の増につきましては、

令和４年度からの繰越金分であります。 

 １１７ページ以降、事項別明細書を添付しておりますので御参照ください。 

 以上、福祉保険課所管の補正予算議案２件につきまして、御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

○議長（坂本 弘明議員）  続いて、議案第５７号、第５８号について、保健センター所長。 

○保健福祉総合センター所長（興梠 晶彦所長）  それでは、保健福祉総合センター所管の補正予

算議案２件につきまして御説明申し上げます。 

 初めに、議案第５７号令和５年度西臼杵地域介護認定審査会特別会計補正予算（第１号）につ

いて御説明申し上げます。 

 議案集は１３の補正予算の６７ページからになります。 

 今回の補正は、歳入歳出の総額にそれぞれ２万２,０００円を追加し、補正後の総額を

８１７万円とするものであります。 

 まず、６８ページの歳入につきまして、令和４年度決算に伴う余剰金を繰越金に６６万

５,０００円を追加したことにより、西臼杵３町からの分担金及び負担金を６４万３,０００円減

額し、２万２,０００円の増額となっております。 

 次いで、６９ページの歳出ですが、介護認定審査会費の２万２,０００円の増は、事務局費の

旅費の増額によるものです。 

 ７１ページ以降に事項別明細書を添付しておりますので、御参照ください。 

 次に、議案第５８号令和５年度高千穂町介護保険特別会計補正予算（第２号）について御説明

申し上げます。 

 議案集は同補正予算の８３ページからになります。 

 今回の補正は、保険事業勘定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ４,７９２万５,０００円を追加

し、補正後の予算総額を１５億１,８６６万円とするものであります。 

 また、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ５６万９,０００円を追加し、

補正後の予算総額を１,５３１万２,０００円とするものであります。 

 補正の内容について御説明いたします。 

 まず、事業勘定ですが、８４ページの歳入の国庫支出金が７７万１,０００円の減で、こちら

は地域支援事業交付金の減額が主なものであります。 

 次に、支払交付金８４万２,０００円の増は、過年度分の追加交付金が主なものであります。 

 県支出金７９万７,０００円の増は、過年度分の負担金の増が主なもので、前年度の精算に伴

う追加交付であります。 
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 また、繰入金１３８万円の増ですが、さきの議会で御承認頂きました高額介護サービス費等支

払資金貸付基金廃止に伴う基金の繰入と一般会計からの繰入金、決算に伴うサービス勘定からの

繰入金が主なものであります。 

 次に、繰越金が４,５６７万７,０００円の増で、前年度決算によるものであります。 

 続きまして、８５ページの歳出ですが、総務費が２８万５,０００円の減額で、主に介護認定

審査会負担金の減額に伴うものであります。 

 次に、保険給付費１３０万円の増は、福祉用具購入、住宅改修費用等の償還払いに係る増額で

あります。 

 次に、地域支援事業費４６４万１,０００円の減額は、人件費の減が主なものであります。 

 基金積立金１００万円の増は、介護給付費準備基金積立金であります。 

 次に、予備費３,５９０万９,０００円の増は、決算に伴う余剰金の国への償還金、基金積立て、

それと例年の決算状況を基にした調整であります。 

 諸支出金が１,４６４万２,０００円の増で、給付費の確定精算に伴う国への償還金の追加と一

般会計への繰出金の計上であります。 

 ８４ページ以降に事項別明細書を添付しておりますので、参考にしていただきますようお願い

いたします。 

 続きまして、１００ページからの介護サービス事業勘定でありますが、歳入として、繰越金が

５６万９,０００円の増で、決算に伴います余剰金を繰越金として計上したものであり、

１０１ページの歳出では、同額を保険事業勘定に繰り出すものであります。 

 １０３ページ以降に事項別明細書を添付しておりますので、参考にして御審議いただきますよ

うよろしくお願いいたします。 

 以上で、保健福祉総合センターの補正予算議案２件についての説明を終わらせていただきます。 

○議長（坂本 弘明議員）  続いて、議案第６１号について、病院事務長。 

○病院事務長（綾  浩樹事務長）  議案第６１号令和５年度高千穂町国民健康保険病院事業会計

補正予算（第２号）につきまして御説明いたします。 

 １３の補正予算議案集の１３９ページをお開きください。 

 今回の補正は、第２条で、予算第３条に定めた収益的収支のうち支出の第１項医業費用を

１７９万３,０００円増額し、病院事業費用の総額を２４億５,６３１万円にするものであります。

内訳につきましては、１４０ページの予算実施計画補正で御説明いたします。 

 収益的支出のうち、病院事業費用の医業費用の経費として、保険料３９万３,０００円と負担

金補助及び交付金１４０万円を増額するものであります。 

 １４１ページ以降に、予定キャッシュフロー計算書、予定貸借対照表を添付しておりますので、
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併せて御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 以上で、説明を終わります。 

○議長（坂本 弘明議員）  続いて、議案第６２号について、総合政策課長。 

○総合政策課長（戸髙 雄司課長）  それでは、総合政策課所管、議案第６２号辺地総合整備計画

の一部変更について御説明申し上げます。 

 議案集１４、計画変更の３ページからになります。 

 今回の変更は、上岩戸辺地に係る総合整備計画に水路を追加するものであります。 

 ４ページ、５ページを御覧ください。 

 上岩戸辺地に係る総合整備計画書の２、公共的施設の整備を必要とする事情に、河川部の本事

業、農村地域防災減災事業は現在整備中の農業用用水路であり、事業が完了すれば、農業の振興

だけでなく、当辺地内の土地改良区が管理する用水路の維持管理費節減や、災害時における防災

面においても効果が期待される整備が必要である旨を追加するものであります。 

 また、３、公共施設の整備計画に、下線部の施設名、水路、事業主体名、高千穂町、事業費

１億５,６４０万円を追加し、特定財源が１億４,０２９万円、一般財源が１,６１１万円、一般

財源のうち辺地対策事業債の予定額が１,６００万円であります。 

 内訳につきましては、農村地域防災減災事業、今藤地区水路延長８９４.８メートル、事業費

７,０６０万円、同じく農村地域防災減災事業、西の内地区水路延長６８９.１メートル、事業費

８,５８０万円であります。 

 事業期間といたしましては、令和５年度、令和６年度とし、令和６年度完了予定であります。 

 以上、議案第６２号の提案理由の説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願いい

たします。 

○議長（坂本 弘明議員）  なお、報告第３号、第４号及び人事案件、議案第６３号、第６４号に

つきましては、町長の説明のとおりでありますので、関係課長の説明は省略します。 

 以上で、町長提案の日程第５、報告第３号から日程第２８、議案第６４号までの報告議案合計

２４件について説明が終わりました。 

 ただいま説明が終わりました報告及び議案第６３号、第６４号を除く議案に対する質疑につき

ましては、議案熟読の休会を経て、次の会議で行うこととします。 

 ここで、議案第６３号、第６４号の熟読のため、午後２時１０分まで休憩します。 

午後２時02分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後２時10分再開 

○議長（坂本 弘明議員）  休憩前に引き続き会議を再開します。 
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 日程第２７、議案第６３号西臼杵郡公平委員会委員の選任同意についての質疑を行います。質

疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（坂本 弘明議員）  質疑なしと認めます。 

 お諮りします。本案は人事案件でありますので、討論を省略して採決したいと思いますが、こ

れに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（坂本 弘明議員）  異議なしと認めます。よって、議案第６３号については討論を省略し

て採決することに決定しました。 

 これから議案第６３号を採決します。本案の採決は無記名投票で行います。 

 議場出入口を閉鎖します。 

〔議場閉鎖〕 

○議長（坂本 弘明議員）  ただいまの議長を除く出席議員数は１１名であります。 

 次に、立会人を指名します。会議規則第３２条第２項の規定により、立会人に、議席番号

１２番、富髙健一郎議員、議席番号１３番、富髙友子議員、議席番号１４番、佐藤定信議員の

３名を指名します。 

 念のため申し上げます。本案について、賛成の方は投票用紙に「賛成」、反対の方は「反対」

と記入をお願いします。 

 なお、投票に賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、会議規則第８４条の規定

により「否」とみなすことになっていますので、御承知おきください。 

 それでは、投票用紙を配付します。 

〔投票用紙配付〕 

○議長（坂本 弘明議員）  投票用紙の配付漏れはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（坂本 弘明議員）  配付漏れなしと認めます。 

 投票箱を点検します。 

〔投票箱点検〕 

○議長（坂本 弘明議員）  異状なしと認めます。 

 ただいまから投票を行います。議席番号１番、藤田利廣議員から議席番号順に順次投票を願い

ます。 

〔議員投票〕 

……………………………………………………………………………… 
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１番 藤田 利廣議員 ２番 田中 義了議員 

３番 佐藤さつき議員 ５番 板倉 哲男議員 

６番 磯貝 助夫議員 ７番 本願 和茂議員 

８番 中島 早苗議員 ９番 馬原 英治議員 

１１番 工藤 博志議員 １２番 富髙健一郎議員 

１３番 富髙 友子議員 １４番 佐藤 定信議員 

……………………………………………………………………………… 

○議長（坂本 弘明議員）  投票漏れはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（坂本 弘明議員）  投票漏れなしと認めます。投票を終わります。 

 これから開票を行います。富髙健一郎議員、富髙友子議員、佐藤定信議員、開票の立会いをお

願いします。 

〔開票〕 

○議長（坂本 弘明議員）  それでは、開票の結果を報告します。 

 投票総数１１票、これは先ほどの議長を除く出席議員数に符合しています。有効投票１１票で

す。 

 以上のとおり、賛成全員であります。したがって、議案第６３号西臼杵郡公平委員会委員の選

任同意については同意することに決定しました。 

 次に、日程第２８、議案第６４号高千穂町固定資産評価審査委員会委員の選任同意についての

質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（坂本 弘明議員）  質疑なしと認めます。 

 お諮りします。本案は人事案件でありますので、討論を省略して採決したいと思いますが、こ

れに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（坂本 弘明議員）  異議なしと認めます。よって、議案第６４号については討論を省略し

て採決することに決定しました。 

 これから議案第６４号を採決します。本案の採決は無記名投票で行います。 

 議場出入口を閉鎖します。 

〔議場閉鎖〕 

○議長（坂本 弘明議員）  ただいまの議長を除く出席議員数は１１名であります。 

 次に、立会人を指名します。会議規則第３２条第２項の規定により、立会人に、議席番号１番、
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藤田利廣議員、議席番号２番、田中義了議員、議席番号３番、佐藤さつき議員の３名を指名しま

す。 

 念のため申し上げます。本案について賛成の方は投票用紙に「賛成」、反対の方は「反対」と

記入をお願いします。 

 なお、投票に賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、会議規則第８４条の規定

により「否」とみなすことになっていますので御承知おきください。 

 それでは、投票用紙を配付します。 

〔投票用紙配付〕 

○議長（坂本 弘明議員）  投票用紙の配付漏れはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（坂本 弘明議員）  配付漏れなしと認めます。 

 投票箱を点検します。 

〔投票箱点検〕 

○議長（坂本 弘明議員）  異状なしと認めます。 

 ただいまから投票を行います。議席番号１番、藤田利廣議員から議席番号順に順次投票を願い

ます。 

〔議員投票〕 

……………………………………………………………………………… 

１番 藤田 利廣議員 ２番 田中 義了議員 

３番 佐藤さつき議員 ５番 板倉 哲男議員 

６番 磯貝 助夫議員 ７番 本願 和茂議員 

８番 中島 早苗議員 ９番 馬原 英治議員 

１１番 工藤 博志議員 １２番 富髙健一郎議員 

１３番 富髙 友子議員 １４番 佐藤 定信議員 

……………………………………………………………………………… 

○議長（坂本 弘明議員）  投票漏れはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（坂本 弘明議員）  投票漏れなしと認めます。投票を終わります。 

 これから開票を行います。藤田利廣議員、田中義了議員、佐藤さつき議員、開票の立会いをお

願いします。 

〔開票〕 

○議長（坂本 弘明議員）  それでは、開票の結果を報告します。 
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 投票総数１１票、これは先ほどの議長を除く出席議員数に符合しています。有効投票１１票で

す。有効投票のうち、賛成１１票、反対ゼロ票です。 

 以上のとおり、賛成全員であります。したがって、議案第６４号高千穂町固定資産評価審査委

員会委員の選任同意については同意することに決定しました。 

 議場出入口を開きます。 

〔議場開鎖〕 

────────────・────・──────────── 

○議長（坂本 弘明議員）  以上をもちまして、本日の日程は全て終了しましたので、これにて散

会します。 

○事務局長（須藤 浩文事務局長）  御起立をお願いいたします。一同、礼。 

〔起立・礼〕 

午後２時26分散会 

────────────────────────────── 


